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第７次宮城県地域医療計画（第５編第２章第 5節 精神疾患）中間見直し案新旧対照表 
 

見直し案 現行 摘要・出典 

第５節 精神疾患 

【目指すべき方向性】 

● 精神障害者が，地域の一員として安心して自分らしい暮ら

しをすることができるように，精神科医療機関やその他の

医療機関，地域援助事業者，保健所，市町村などが連携す

ることで，医療，障害福祉・介護，住まい，社会参加，教

育などを包括的に確保する「地域包括ケアシステム」の構

築を目指します。 

● 統合失調症，うつ病・躁うつ病，認知症，児童・思春期精

神疾患，依存症などの多様な精神疾患に対応した患者本位

の医療の実現が図られるように，医療機関，保健所，市町

村などの連携体制を整備します。 

 

現状と課題 

 

１ 宮城県の精神疾患とこころの健康の現状 

● 精神疾患は，統合失調症のほか，うつ病や不安障害，高齢

化の進行により急増している認知症等も含んでおり，多様

な症状が見られる疾患です。また，あらゆる年齢層の誰で

もがなり得る疾患であり，国民の４人に１人が生涯でうつ

病等の何らかの精神障害を経験しているとされます＊１。

県内でも，近年の社会生活環境の変化等から県内の精神科

病院や精神科診療所に掛かる精神疾患患者数は年々増加

しています。疾患別にみると，神経症性障害・ストレス関

連障害が最も多く，次いで気分（感情）障害（躁うつ病を

含む），統合失調症が多くなっています。＊２ 

 

 

● 性別・年齢階級別の受療率をみると，男女とも年齢ととも

第５節 精神疾患 

【目指すべき方向性】 

● 精神障害者が，地域の一員として安心して自分らしい暮ら

しをすることができるように，精神科医療機関やその他の

医療機関，地域援助事業者，保健所，市町村などが連携す

ることで，医療，障害福祉・介護，住まい，社会参加，教

育などを包括的に確保する「地域包括ケアシステム」の構

築を目指します。 

● 統合失調症，うつ病・躁うつ病，認知症，児童・思春期精

神疾患，依存症などの多様な精神疾患に対応した患者本位

の医療の実現が図られるように，医療機関，保健所，市町

村などの連携体制を整備します。 

 

現状と課題 

 

１ 宮城県の精神疾患とこころの健康の現状 

● 精神疾患は，統合失調症のほか，うつ病や不安障害，高齢

化の進行により急増している認知症等も含んでおり，多様

な症状が見られる疾患です。また，あらゆる年齢層の誰で

もがなり得る疾患であり，国民の４人に１人が生涯でうつ

病等の何らかの精神障害を経験しているとされます＊１。

県内でも，近年の社会生活環境の変化等から県内の精神科

病院や精神科診療所に掛かる精神疾患患者数は年々増加

しています。疾患別にみると，気分（感情）障害（躁うつ

病を含む）が最も多く，神経症性障害，統合失調症が次い

で多くなっています。平成２０（２００８）年と比較する

と神経症性障害とてんかんの患者数が増加しています。＊

２ 

● 性別・年齢階級別に県内の受療率をみると，年齢とともに

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１ 変更なし 

出典：厚生労働省科学研究「こころ 

の健康についての疫学調査に関する

研究」 

   

＊２ Ｈ29患者調査（厚生労働省）を基に 

修正 

 

●Ｈ29患者調査（厚生労働省）を基に修正 

資料１-２ 
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に増加傾向にありますが，男性では６５～７４歳，女性で

は７５歳以上で数値が高くなっています。 

● 令和元年国民生活基礎調査で，悩みやストレスありと回 

答した人の割合は，県で５０．６％であり，全国の 

４７．９％を上回っています。（４７都道府県中２番目に 

高い） 

 

２ 医療提供体制の現状と課題 

（１）相談・普及啓発の取組について 

● こころの健康は，からだの健康とともに保持・増進してい

くことが望ましく，早期に対応することが重要です。しか

し，精神疾患は症状が多様であるとともに自覚しにくいと

いう特徴があり，症状が比較的軽いうちには精神科を受診

せず，症状が重症化してから初めて精神科病院や精神科診

療所を受診することも少なくありません。重症化してしま

うと長期の入院が必要となってしまう場合もあります。そ

のため，不調を感じた本人や家族が早期に相談や受診がで

きる体制を整備することが必要となっています。 

● また，本人や周囲の精神疾患に対する偏見を払拭し，病気

を正しく理解することに加え，ストレスや気分障害へのセ

ルフケアも必要とされます。 

● 市町村や保健所，精神保健福祉センターでは，電話や面接，

家庭訪問等によりこころの問題や精神疾患に関する本人

や家族，関係者の相談に応じているほか，うつ病や精神疾

患に関する研修会や講演会などの啓発活動を行っていま

す。市町村や保健所，精神保健福祉センターが平成３０（２

０１８）年度に実施した面接・訪問相談件数は延べ３３，

７３７件，普及啓発のための教室等の開催回数は３７８

回，参加者数は延べ５，０３６人となっています＊１。 

● 市町村や保健所，精神保健福祉センターにおける相談は，

原則として平日日中の対応となっており，平日夜間や土曜

日・日曜日・祝日・年末年始は，県や仙台市による夜間相

増加傾向にありますが，男性では６０～６４歳，６５～ 

６９歳の数値が高くなっています。 

● 平成２８年国民生活基礎調査で，悩みやストレスありと回 

答した人の割合は，県で４８.４％であり，全国の 

４７．７％を上回っています。（４６都道府県中１２番目 

に高い） 

 

２ 医療提供体制の現状と課題 

（１）相談・普及啓発の取組について 

● こころの健康は，からだの健康とともに保持・増進してい

くことが望ましく，早期に対応することが重要です。しか

し，精神疾患は症状が多様であるとともに自覚しにくいと

いう特徴があり，症状が比較的軽いうちには精神科を受診

せず，症状が重症化してから初めて精神科病院や精神科診

療所を受診することも少なくありません。重症化してしま

うと長期の入院が必要となってしまう場合もあります。そ

のため，不調を感じた本人や家族が早期に相談や受診がで

きる体制を整備することが必要となっています。 

● また，本人や周囲の精神疾患に対する偏見を払拭し，病気

を正しく理解することに加え，ストレスや気分障害へのセ

ルフケアも必要とされます。 

● 市町村や保健所，精神保健福祉センターでは，電話や面接，

家庭訪問等によりこころの問題や精神疾患に関する本人

や家族，関係者の相談に応じているほか，うつ病や精神疾

患に関する研修会や講演会などの啓発活動を行っていま

す。市町村や保健所，精神保健福祉センターが平成２７（２

０１５）年度に実施した面接・訪問相談件数は延べ３２，

８３５件，普及啓発のための教室等の開催回数は３６７

回，参加者数は延べ３，０３７人となっています。＊１ 

● 市町村や保健所，精神保健福祉センターにおける相談は，

原則として平日日中の対応となっており，平日夜間や土曜

日・日曜日・祝日・年末年始は，県や仙台市による夜間相

 

 

●Ｒ元年国民生活基礎調査（厚生労働省） 

を基に時点修正 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

*１ Ｈ30衛生行政報告例，Ｈ30地域保健・ 

健康増進事業報告（厚生労働省）より 

 

  

 

 

 

 

●修正なし 
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談電話（医療相談を除く）で対応しているほか，民間相談

機関による電話相談等が活用されています。 

 

（２）入院患者の地域移行について 

● 精神疾患は，全ての人にとって身近な病気であり，精神障

害の有無や程度にかかわらず，誰もが安心して自分らしく

暮らすことができるような地域づくりが必要であり，入院

が長期化しないような退院支援体制の構築や入院が長期

にわたる精神障害者の地域移行を進めることが望まれま

す。 

 

● 県内で，精神病床のある病院は３６病院（うち精神病床を

有する一般病院は４病院），総病床数は６，１２４床，そ

の他精神科を標榜する病院・診療所は１０４ヶ所，心療内

科を標榜する病院・診療所（精神科標榜を除く）は２６ヶ

所となっています。＊１ 人口１０万人当たりの精神病床

数は２６５．９で全国平均２６０．７を上回っています。

＊２   

● 平成２９（２０１７）年の退院患者の平均在院日数は１２

７．５日で，全国平均２８２．３日より短くなっています

＊１。また，精神病床における入院後の退院率を見ると３

ヶ月時点で５９％，６ヶ月時点で７７％，１２ヶ月時点で

８６％であり，いずれも全国値を下回っています。＊２ 

● 精神科病院に長期間入院されている患者が，住み慣れた地

域で安心して生活していくためには，精神疾患や精神障害

に対する地域の理解促進を図るとともに，地域での受入先

となる精神疾患にも対応したグループホーム等の住まい

の場の確保，居宅介護などの訪問系サービスや通所系サー

ビスの充実，住まいに近い地域で安心して外来診療を受け

られる精神科病院や精神科診療所の存在に加え，往診や精

神科訪問看護，デイケアなど患者のニーズに応じた医療の

充実が求められています。精神科病院や精神科診療所，地

談電話（医療相談を除く）で対応しているほか，民間相談

機関による電話相談等が活用されています。 

 

（２）入院患者の地域移行について 

● 精神疾患は，全ての人にとって身近な病気であり，精神障

害の有無や程度にかかわらず，誰もが安心して自分らしく

暮らすことができるような地域づくりが必要であり，入院

が長期化しないような退院支援体制の構築や入院が長期

にわたる精神障害者の地域移行を進めることが望まれま

す。 

 

● 県内で，精神病床のある病院は３６病院（うち精神病床を

有する一般病院は４病院），総病床数は６，１５１床，そ

の他精神科を標榜する病院・診療所は９５ヶ所，心療内科

を標榜する病院・診療所（精神科標榜を除く）は２２ヶ所

となっています。＊１ 人口１０万人当たりの精神病床数

は２６５．９で全国平均２６３．３を上回っています。＊

２   

● 平成２６（２０１４）年の退院患者の平均在院日数は２７

２．３日で，全国平均２９５．１日より短くなっています

＊１。また，精神病床における入院後の退院率を見ると３

ヶ月時点で６１％，６ヶ月時点で８０％，１２ヶ月時点で

８８％であり，いずれも全国値を下回っています。＊２ 

● 精神科病院に長期間入院されている患者が，住み慣れた地

域で安心して生活していくためには，精神疾患や精神障害

に対する地域の理解促進を図るとともに，地域での受入先

となる精神疾患にも対応したグループホーム等の住まい

の場の確保，居宅介護などの訪問系サービスや通所系サー

ビスの充実，住まいに近い地域で安心して外来診療を受け

られる精神科病院や精神科診療所の存在に加え，往診や精

神科訪問看護，デイケアなど患者のニーズに応じた医療の

充実が求められています。精神科病院や精神科診療所，地

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

 

＊１ 宮城県病院名簿，診療所名簿 

（Ｒ2.4.1現在） 

 

＊２ Ｈ30医療施設調査（厚生労働省） 

 

 

 

●＊１ Ｈ29患者調査（厚生労働省） 

 ＊２ ReMHRAD H30サマリー 

 

 

 

●修正なし 
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域援助事業者，保健所，市町村などの関係者の人材育成や，

情報共有を図るなどの連携体制の整備が必要となります。       

● 地域移行については，障害福祉施策に関する基本的事項や

成果目標を定める第６期宮城県障害福祉計画，介護保険事

業支援計画（第８期みやぎ高齢者元気プラン）との協調を 

図ることが求められています。 

 

【図表５－２－５－５】県内の精神科病院・精神科診療所数＊ 

 

（３）精神科救急医療体制について 

● 精神科救急医療体制については，精神症状の急激な悪化等

により，緊急な医療を必要とする方のため，土曜日の日中

（午前９時～午後５時）は，精神科救急医療機関２６病院

のうち１日１病院，日曜日・祝日の日中（午前９時～午後

５時）は，精神科救急医療参加病院２６病院のうち１日２

病院が当番病院として対応しています。 

通年夜間については，平成３１年１月から午後５時から翌

９時まで時間を拡充し，宮城県立精神医療センターが対応

しています。 

● 精神科救急情報センターを設置（通年：午後５時～翌９時，

土・日・祝日：午前９時～午後５時）し，精神科救急医療

の必要な方に適切な医療が提供されるよう判断・調整の機

能を担っています。 

● また，精神医療相談窓口を設置（通年午後５時～翌９時，

土・日・祝日午前９時～午後５時）し，本人，家族，医療

機関等からの相談を受け，必要に応じて医師の助言を得

て，精神科医療の必要性を判断し，適正な助言，指導等を

行っています。 

● 現在の宮城県立精神医療センターや精神科救急医療参加

病院による精神科救急医療体制を拡充し，緊急な医療を必

要とされる方が円滑に治療をうけられるよう２４時間３

６５日体制の充実に向けた整備が必要となっています。 

域援助事業者，保健所，市町村などの関係者の人材育成や，

情報共有を図るなどの連携体制の整備が必要となります。       

● 地域移行については，障害福祉施策に関する基本的事項や

成果目標を定める第５期宮城県障害福祉計画，介護保険事

業支援計画（第７期みやぎ高齢者元気プラン）との協調を 

図ることが求められています。 

 

【図表５－２－５－５】県内の精神科病院・精神科診療所数＊ 

 

（３）精神科救急医療体制について 

● 精神科救急医療体制については，精神症状の急激な悪化等

により，緊急な医療を必要とする方のため，日曜日・祝日

の日中は，精神科救急医療参加病院２６病院のうち１日２

病院，土曜日の日中は１日１病院が当番病院として，通年

夜間（午後５時～午後１０時）は，宮城県立精神医療セン

ターが対応しています。 

  また，土曜日の日中は，５ヶ所の診療所で外来対応を行っ

ています。 

 

● 精神科救急情報センターを設置（平日午後５時～午後１０

時，土・日・祝日午前９時～午後１０時）し，精神科救急

医療の必要な方に適切な医療が提供されるよう判断・調整

の機能を担っています。 

● また，精神医療相談窓口を設置（平日午後５時～午後１０

時，土・日・祝日午前９時～午後１０時）し，本人，家族，

医療機関等からの相談を受け，必要に応じて医師の助言を

得て，精神科医療の必要性を判断し，適正な助言，指導等

を行っています。 

● 現在の宮城県立精神医療センターや精神科救急医療参加

病院による精神科救急医療体制を拡充し，緊急な医療を必

要とされる方が円滑に治療をうけられるよう２４時間３

６５日体制の整備が必要となっています。 

 

 

●次期計画のバージョンに更新 

  

 

 

 

 

 

 

●H31.1月からの現状にあわせ左記の 

とおり修正 

  

 

 

 

 

 

 

●現状にあわせ左記のとおり修正 

 

 

 

●同上 

 

 

 

 

●左記のとおり修正 
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● 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号，以下「精神保健福祉法」という。）による

措置入院については，措置診察のための指定医の確保や入

院先の保護室の確保が課題となっています。 

 

（４）身体合併症治療について 

● 身体疾患治療の必要な精神疾患患者については，精神病床

を有する一般病院（４病院）において，身体疾患を治療す

る科と精神科の連携により総合的な治療が提供されてい

るほか，一部の精神科病院において専任の内科医等を配置

するなどにより対応しています。しかしながら，対応でき

る医療機関が仙台圏に偏在しており，身近な医療機関での

対応が困難な状況となっています。医療体制の整備として

精神病床を有する一般病院や精神病床を有しない地域の

中核病院と精神科病院や精神科診療所との連携推進が求

められています。 

 

（５）多様な精神疾患について 

①統合失調症 

● 統合失調症は継続服薬が必要な疾患であることから，服薬

の中断防止や，在宅での治療継続のために，市町村や保健

所の保健師が訪問するほか，精神科病院や精神科診療所，

訪問看護ステーションによる訪問診療などが行われてい

ます。 

● 患者数が増えていることや地域移行が進むことにより，在

宅で継続治療を受ける機会が増えることが予想されるた

め，精神科病院や精神科診療所と，訪問看護ステーション，

相談支援事業所，障害福祉サービス事業所等とが円滑に連

携を図り社会復帰を支援する体制がより重要となります。 

● 治療抵抗性統合失調症治療薬については，普及が進んでい

る諸外国では，２５～３０％の使用実績があるとされます

● 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号，以下「精神保健福祉法」という。）による

措置入院については，措置診察のための指定医の確保や入

院先の保護室の確保が課題となっています。 

 

（４）身体合併症治療について 

● 身体疾患治療の必要な精神疾患患者については，精神病床

を有する一般病院（４病院）において，身体疾患を治療す

る科と精神科の連携により総合的な治療が提供されてい

るほか，一部の精神科病院において専任の内科医等を配置

するなどにより対応しています。しかしながら，対応でき

る医療機関が仙台圏に偏在しており，身近な医療機関での

対応が困難な状況となっています。医療体制の整備として

精神病床を有する一般病院や精神病床を有しない地域の

中核病院と精神科病院や精神科診療所との連携推進が求

められています。 

 

（５）多様な精神疾患について 

①統合失調症 

● 統合失調症は継続服薬が必要な疾患であることから，服薬

の中断防止や，在宅での治療継続のために，市町村や保健

所の保健師が訪問するほか，訪問看護ステーションによる

訪問看護が行われています。 

 

● 患者数が増えていることや地域移行が進むことにより，在

宅で継続治療を受ける機会が増えることが予想されるた

め，精神科病院や精神科診療所と，訪問看護ステーション，

相談支援事業所，障害福祉サービス事業所等とが円滑に連

携を図り社会復帰を支援する体制がより重要となります。 

● 治療抵抗性統合失調症治療薬については，普及が進んでい

る諸外国では，２５～３０％の使用実績があるとされます

●修正なし 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●次項と表記を合わせるため文言修正 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

●修正なし 
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が，国内では一部医療機関を除いて低い使用率にとどまっ

ています。 

  本県の場合，全国と比較しても普及が進んでいない状況に

あります。＊１ 使用に当たっては，副作用への対策とし

て血液内科との連携が必要となります。 

 

 

②うつ病・躁うつ病 

● うつ病は，精神疾患のうち最も多い疾患であり，アルコー

ル依存症との併存も認められるほか，自死の原因となる健

康要因の一つであることから，早期発見・早期治療につい

て広く取り組む必要があります。 

● 発症の初期は身体症状等から始まることが多く，精神科以

外の医療機関を受診されることが多いことから，正確な診

断と状態に応じた医療の提供のために，精神科以外の医療

機関での対応力向上を図る研修や精神科医療機関との連

係が必要です。 

また，回復期には，社会復帰（復学・復職・就職等）に向

けた支援の提供のために，関係機関の連係が求められま

す。 

 

③認知症 

● 高齢化の進展に伴って急増していく認知症の早期発見・早

期対応のため，県では，認知症医療連携のキーパーソンで

ある認知症サポート医の養成やかかりつけ医をはじめと

して，歯科医師，薬剤師，看護職員，その他の一般病院に

勤務する職員等を対象とした認知症対応力向上研修を実

施しています。 

● 認知症の専門的医療の提供と地域連携体制の中核となる

医療機関として，認知症疾患医療センターを指定していま

す。令和２（２０２０）年４月時点で１１ヶ所：県指定７

ヶ所，仙台市指定４ヶ所） 

が，国内では一部医療機関を除いて低い使用率にとどまっ

ています。 

  本県の場合，全国と比較しても普及が進んでいない状況に

あります。＊１ 使用に当たっては，副作用への対策とし

て血液内科との連携が必要となります。 

 

 

②うつ病・躁うつ病 

● うつ病は，精神疾患のうち最も多い疾患であり，アルコー

ル依存症との併存も認められるほか，自死の原因となる健

康要因の一つであることから，早期発見・早期治療につい

て広く取り組む必要があります。 

● 発症の初期は身体症状等から始まることが多く，精神科以

外の医療機関を受診されることが多いことから，正確な診

断と状態に応じた医療の提供のために，精神科以外の医療

機関での対応力向上を図る研修や精神科医療機関との連

係が必要です。 

また，回復期には，社会復帰（復学・復職・就職等）に向

けた支援の提供のために，関係機関の連係が求められま

す。 

 

③認知症 

● 高齢化の進展に伴って急増していく認知症の早期発見・早

期対応のため，県では，認知症医療連携のキーパーソンで

ある認知症サポート医の養成やかかりつけ医をはじめと

して，歯科医師，薬剤師，看護職員，その他の一般病院に

勤務する職員等を対象とした認知症対応力向上研修を実

施しています。 

● 認知症の専門的医療の提供と地域連携体制の中核となる

医療機関として，認知症疾患医療センターを指定していま

す。（平成２９（２０１７）年４月時点で１１ヶ所：県指

定７ヶ所，仙台市指定４ヶ所） 

＊１ 厚生労働行政推進調査事業費補助

金「障害者政策総合研究事業（精神障害

分野）精神科医療提供体制の機能強化を

推進する政策研究」 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

●年次修正 
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● しかしながら，依然として認知症に対する偏見や周囲に知

られたくないという思いから専門医療機関への受診を控

えてしまい，症状が出現してから治療開始までの期間が長

くなり，問題が複雑化する場合があるため，早期発見・早

期対応の体制充実と合わせて，県民の認知症への正しい理

解を広める必要があります。 

● また，在宅や施設など，認知症の人があらゆる生活の場で

適切な医療とケアを受けるためには，医療機関同士の連携

や，医療・介護・福祉の相互の連携が重要となります。 

 

④児童・思春期精神疾患 

● 児童・思春期の相談は，身近な市町村や保健所の保健師が

受ける場合がありますが，発達障害やうつ・統合失調症の

初期段階など速やかに医療に繋げる必要がある事例も見

られることから，早期に相談できる体制づくりが必要で

す。 

● 精神保健福祉センターでは，市町村や関係機関を対象に，

相談支援技術の向上を図るための研修や，若年者のメンタ

ルヘルス対策の研修を実施しています。 

● 子ども総合センターが運営する子どもメンタルクリニッ

クでは，不登校，ひきこもり等の心の問題を有する児童の

相談，診療のほか，保護者への相談を行っています。 

● また，ひきこもり者の支援については，保健福祉事務所で

ひきこもり相談を実施しているほか，ひきこもり地域支援

センターを設置し，市町村，関係機関と連携しながら，本

人やその家族に対して相談支援を実施していますが，自立

支援に向けて，本人の居場所づくりや就労支援などに繋げ

る必要があります。 

 

⑤発達障害 

● 発達障害については，主に発達障害者支援センターにおい

て，本人・家族への相談に対応するほか，関係者へのコン

● しかしながら，依然として認知症に対する偏見や周囲に知

られたくないという思いから専門医療機関への受診を控

えてしまい，症状が出現してから治療開始までの期間が長

くなり，問題が複雑化する場合があるため，早期発見・早

期対応の体制充実と合わせて，県民の認知症への正しい理

解を広める必要があります。 

● また，在宅や施設など，認知症の人があらゆる生活の場で

適切な医療とケアを受けるためには，医療機関同士の連携

や，医療・介護・福祉の相互の連携が重要となります。 

 

④児童・思春期精神疾患 

● 児童・思春期の相談は，身近な市町村や保健所の保健師が

受ける場合がありますが，発達障害やうつ・統合失調症の

初期段階など速やかに医療に繋げる必要がある事例も見

られることから，早期に相談できる体制づくりが必要で

す。 

● 精神保健福祉センターでは，市町村や関係機関を対象に，

相談支援技術の向上を図るための研修や，若年者のメンタ

ルヘルス対策の研修を実施しています。 

● 子ども総合センターが運営する子どもメンタルクリニッ

クでは，不登校，ひきこもり等の心の問題を有する児童の

相談，診療のほか，保護者への相談を行っています。 

● また，ひきこもり者の支援については，保健福祉事務所で

ひきこもり相談を実施しているほか，ひきこもり地域支援

センターを設置し，市町村，関係機関と連携しながら，本

人やその家族に対して相談支援を実施していますが，自立

支援に向けて，本人の居場所づくりや就労支援などに繋げ

る必要があります。 

 

⑤発達障害 

● 発達障害については，主に発達障害者支援センターにおい

て，本人・家族への相談に対応するほか，関係者へのコン

●修正なし 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

●修正なし 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

 

 

●修正なし 
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サルテーションを行っていますが，発達障害の診断や診療

を行う医療機関が県内に少なく，相談が集中するために，

初診までに時間を要しています。 

● 発達障害の診断や診療について，どの地域でも一定水準の

医療を受けられるために，専門医の確保と医師のスキルア

ップが必要となります。 

 

⑥依存症 

● 震災後，特に被災沿岸市町において，アルコール関連問題

への相談者数が増加したことから，保健所での相談体制を

拡充し，専門相談や家族教室等を実施しています。また，

精神保健福祉センターでは，患者や家族に関わる支援者の

技術が高まるよう研修会を開催しているほか，アルコー

ル，薬物，ギャンブル依存等のための集団プログラムなど

を実施しています。 

● アルコール等依存症に対応できる医療機関が身近に少な

いことや，アルコール摂取による健康障害が内科疾患から

現れる場合が多いことから，医療機関相互の連携が必要と

なります。また，家族関係や社会的・経済的な影響も大き

いため，医療に限らない多職種・多機関との連携も重要と

なります。 

 

⑦高次脳機能障害 

● 東北医科薬科大学病院を高次脳機能障害拠点病院，宮城県

リハビリテーション支援センターを高次脳機能障害支援

拠点機関として指定し，相談支援や専門的評価等を行って

います。 

● 高次脳機能障害者が，医療機関から在宅へ，また在宅から

社会参加へとスムーズに移行できるようにするための支

援体制づくりが必要となります。 

 

 

サルテーションを行っていますが，発達障害の診断や診療

を行う医療機関が県内に少なく，相談が集中するために，

初診までに時間を要しています。 

● 発達障害の診断や診療について，どの地域でも一定水準の

医療を受けられるために，専門医の確保と医師のスキルア

ップが必要となります。 

 

⑥依存症 

● 震災後，特に被災沿岸市町において，アルコール関連問題

への相談者数が増加したことから，保健所での相談体制を

拡充し，専門相談や家族教室等を実施しています。また，

精神保健福祉センターでは，患者や家族に関わる支援者の

技術が高まるよう研修会を開催しているほか，アルコー

ル，薬物，ギャンブル依存等のための家族教室を実施して

います。 

● アルコール等依存症に対応できる医療機関が身近に少な

いことや，アルコール摂取による健康障害が内科疾患から

現れる場合が多いことから，医療機関相互の連携が必要と

なります。また，家族関係や社会的・経済的な影響も大き

いため，医療に限らない多職種・多機関との連携も重要と

なります。 

 

⑦高次脳機能障害 

● 東北医科薬科大学病院，宮城県リハビリテーション支援セ

ンターを高次脳機能障害支援拠点機関に指定し，相談支援

や専門的評価等を行っています。 

 

● 高次脳機能障害者が，医療機関から在宅へ，また在宅から

社会参加へとスムーズに移行できるようにするための支

援体制づくりが必要となります。 

 

 

 

 

 

※同上 

 

 

 

 

●左記のとおり修正 

 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

 

 

●指定状況にあわせ左記のとおり修正 

 

 

 

●修正なし 
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⑧摂食障害 

● 摂食障害は，病気を理解し，早期に医療につなげるための

体制づくりが必要です。 

● 摂食障害を診療する医療機関は県内に少なく，また，摂食

障害の患者は身体合併症を持つことから，総合病院や内

科，小児科医などの連係による診療体制 を構築すること

が必要となります。 

● 県では，平成２７（２０１５）年度から東北大学病院を「摂

食障害治療支援センター」として指定し，摂食障害に関す

る知識・技術の普及啓発や，他医療機関への研修・技術的

支援，患者・家族への相談支援のほか，関係機関との地域

連携支援体制の構築に向けた調整を行ってきました。 

⑨てんかん 

● てんかんは，身近な医療機関に専門医がいないことや，小

児科，脳神経外科，神経内科など精神科を標榜する医療機

関以外で診療されることが多く，医療機関によって診療の

内容も異なる場合があります。 

● 周囲の病気への理解不足から，就労や日常生活への支障が

出る場合があるため，病気への理解を図る必要がありま

す。 

● 県では，平成２７（２０１５）年度から東北大学病院を「て

んかん診療拠点機関」に指定して，てんかんに関する知識

の普及啓発，患者や家族の相談支援及び治療，他医療機関

への助言・指導，医療従事者等への研修などを行ってきま

した。 

 

（６）自死対策について 

● 県内の自殺者数は，減少傾向にありますが，依然として年

間４００人を超える方が亡くなっている状況にあります。

また，年齢階級別死因では，３９歳以下の若年層で自死の

割合が最も高くなっています。 

● 自死の背景としては，うつ病等のこころの問題をはじめ，

⑧摂食障害 

● 摂食障害は，病気を理解し，早期に医療につなげるための

体制づくりが必要です。 

● 摂食障害を診療する医療機関は県内に少なく，また，摂食

障害の患者は身体合併症を持つことから，総合病院や内

科，小児科医などの連係による診療体制 を構築すること

が必要となります。 

● 県では，平成２７（２０１５）年度から東北大学病院を「摂

食障害治療支援センター」として指定し，摂食障害に関す

る知識・技術の普及啓発や，他医療機関への研修・技術的

支援，患者・家族への相談支援のほか，関係機関との地域

連携支援体制の構築に向けた調整を行ってきました。 

⑨てんかん 

● てんかんは，身近な医療機関に専門医がいないことや，小

児科，脳神経外科，神経内科など精神科を標榜する医療機

関以外で診療されることが多く，医療機関によって診療の

内容も異なる場合があります。 

● 周囲の病気への理解不足から，就労や日常生活への支障が

出る場合があるため，病気への理解を図る必要がありま

す。 

● 県では，平成２７（２０１５）年度から東北大学病院を「て

んかん診療拠点機関」に指定して，てんかんに関する知識

の普及啓発，患者や家族の相談支援及び治療，他医療機関

への助言・指導，医療従事者等への研修などを行ってきま

した。 

 

（６）自死対策について 

● 県内の自殺者数は，減少傾向にありますが，依然として年

間４００人以上が亡くなっている状況にあります。また，

１５歳から３９歳までの年齢階級別死因では，自死が最も

高くなっています。 

● 自死の背景としては，うつ病等のこころの問題をはじめ，

 

●修正なし 

 

●修正なし 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

●修正なし 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

 

●左記のとおり修正 

 

 

 

●左記のとおり修正 
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様々な要因があることから，医療機関のみならず，学校，

弁護士会，ＮＰＯ法人，ハローワーク，行政機関等におい

て，相談や普及啓発等に取り組んでいます。効果的に対策

を進めるためには，各関係機関の連携を図ることが重要で

あり，精神保健福祉センター内に自死対策の専用相談窓口

を設置して個別相談に対応するともに精神保健推進室と

精神保健福祉センターを自死対策推進センターと位置づ

け，地域や関係機関と連携した取組の推進を図っていま

す。 

● 救急医療機関と精神科との連携や，救急医療機関と地域と

の連携を強化するなど自殺未遂者の対策や，若年者の自死

対策が重要となります。 

（７）災害精神医療について 

● 県内で大規模な自然災害又は事故（以下「大規模災害等」

という。）が発生した場合や，県外で大規模災害等が発生

し，災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）の規定

に基づく派遣要請があった場合に，被災地における精神科

医療活動等の総合調整や精神保健活動の支援等を行うた

め，宮城県災害派遣精神医療チーム調整本部を設置しま

す。調整本部は，被災情報の収集のほか，宮城県災害派遣

精神医療チーム（以下「宮城ＤＰＡＴ＊１」という。）の

派遣の決定等を行います。 

● 宮城ＤＰＡＴは，宮城県災害派遣医療チーム，医療救護班

などと連携し，被災した精神科医療機関に対する支援や，

被災により精神的な問題を抱えた住民への相談などの活

動を行います。 

● 県では，仙台市と宮城ＤＰＡＴに関する協定を締結してお

り，県と市が共同で活動することとしています。 

● 宮城ＤＰＡＴのうち，発災初期に対応するチームを「宮城

ＤＰＡＴ先遣隊」とし，宮城県立精神医療センターを登録

しています。 

 

様々な要因があることから，医療機関のみならず，学校，

弁護士会，ＮＰＯ法人，ハローワーク，行政機関等におい

て，相談や普及啓発等に取り組んでいます。効果的に対策

を進めるためには，各関係機関の連携を図ることが重要で

あり，精神保健福祉センター内に自死予防情報センター

（自死対策推進センター）を開設し，個別相談に応じると

ともに関係機関との連携強化等を図っています。 

 

 

● 救急医療機関と精神科との連携や，救急医療機関と地域と

の連携を強化するなど自殺未遂者の対策や，若年者の自死

対策が重要となります。 

（７）災害精神医療について 

● 県内で大規模な自然災害又は事故（以下「大規模災害等」

という。）が発生した場合や，県外で大規模災害等が発生

し，災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）の規定

に基づく派遣要請があった場合に，被災地における精神科

医療活動等の総合調整や精神保健活動の支援等を行うた

め，宮城県災害派遣精神医療チーム調整本部を設置しま

す。調整本部は，被災情報の収集のほか，宮城県災害派遣

精神医療チーム（以下「宮城ＤＰＡＴ＊１」という。）の

派遣の決定等を行います。 

● 宮城ＤＰＡＴは，宮城県災害派遣医療チーム，医療救護班

などと連携し，被災した精神科医療機関に対する支援や，

被災により精神的な問題を抱えた住民への相談などの活

動を行います。 

● 県では，仙台市と宮城ＤＰＡＴに関する協定を締結してお

り，県と市が共同で活動することとしています。 

● 宮城ＤＰＡＴのうち，発災初期に対応するチームを「宮城

ＤＰＡＴ先遣隊」とし，宮城県立精神医療センターを登録

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

●修正なし 

 

●修正なし 
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（８）医療観察法における対象への医療について 

● 平成１７（２００５）年７月に「心神喪失等の状態で重大

な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」が

施行されており，同法で規定する指定通院医療機関は，令

和２年４月現在，県内に１２病院，４診療所，９訪問看護

ステーションがあります。＊１ 

なお，指定入院医療機関は県内にはありません。 

● 保護観察所を中心として，医療機関や市町村・保健所，地

域の関係者により，退院後に向けて，本人が自分の体調を

把握し再燃せずに生活できるように，治療や対応について

個別支援会議を開催し支援を行っています。 

 

３ 東日本大震災とこころの健康 

● 東日本大震災の影響から，うつ病や，アルコール依存症等

の精神疾患を招くことが，依然懸念されています。 

● 令和元年国民生活基礎調査によると，不安，抑うつ症状を

測定する指標であるＫ６が「気分・不安障害相当」とされ

る１０点以上の割合は，県１０．９％となっており，全国

９．５%より高く，平成２５（２０１３）年調査１１．５％

よりは改善されていますが，震災前の水準（平成２２（２

０１０）年９．４％）には回復していません。 

● 県では，長期的にこころのケアが必要であると考え，平成

２３（２０１１）年１２月にみやぎ心のケアセンターを設

置し，被災者等に対するきめ細かな支援体制を整備してき

たほか，平成２８（２０１６）年からは，同センターに子

どもの心のケア事業を委託し，子どもから大人までの切れ

目のない支援を行っています。 

みやぎ心のケアセンターでは，市町村や保健所，精神保健

福祉センター等関係機関とも連携して支援を実施してい

ます。 

 

 

（８）医療観察法における対象への医療について 

● 平成１７（２００５）年７月に「心神喪失等の状態で重大

な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」が

施行されており，同法で規定する指定通院医療機関は，県

内に１２病院，４診療所，８訪問看護ステーションがあり

ます。＊１ 

なお，指定入院医療機関は県内にはありません。 

● 保護観察所を中心として，医療機関や市町村・保健所，地

域の関係者により，退院後に向けて，本人が自分の体調を

把握し再燃せずに生活できるように，治療や対応について

個別支援会議を開催し支援を行っています。 

 

３ 東日本大震災とこころの健康 

● 東日本大震災の影響から，うつ病や，アルコール依存症等

の精神疾患を招くことが，依然懸念されています。 

● 平成２８年国民生活基礎調査によると，不安，抑うつ症状

を測定する指標であるＫ６が「気分・不安障害相当」とさ

れる１０点以上の割合は，県１０．７％となっており，全

国９．７%より高く，また平成２５（２０１３）年調査１

１．５％よりは改善されていますが，震災前の水準（平成

２２（２０１０）年９．４％）には回復していません。 

● 県では，長期的にこころのケアが必要であると考え，平成

２３（２０１１）年１２月にみやぎ心のケアセンターを設

置し，被災者等に対するきめ細かな支援体制を整備してき

たほか，平成２８（２０１６）年からは，同センターに子

どもの心のケア事業を委託し，子どもから大人までの切れ

目のない支援を行っています。 

また，精神科医療機関等による専門職チームの訪問支援

（アウトリーチ）や，仙台市が保健所や精神保健福祉セン

ターにおいて行う相談活動などへの支援を継続するとと

もに，それぞれの活動がより効果的に行われるように会議

等を開催し情報共有を図っています。みやぎ心のケアセン

 

*１ 厚生労働省ＨＰ（指定通院医療機関 

の指定状況：Ｒ2.4.1）を基に時点修 

正 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

＊１ Ｒ元年 国民生活基礎調査より 

 

 

 

 

 

●R３年度以降の心のケアの取組方針に 

あわせ，左記のとおり修正 
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● 被災から９年が経過し，被災者の生活環境の整備や地域の

コミュニティ再生などが進んでいますが，転居後の環境変

化によるこころの問題やアルコール等関連問題の増加の

ほか，単身高齢世帯の増加による孤立化に対し，支援が求

められています。また，それらに伴い相談支援者の育成及

び支援が重要となっています。 

 

 

精神疾患の医療機能の現況 

  

１ 精神医療圏について 

● 精神疾患の医療圏（精神医療圏）は，二次医療圏とあわせ， 

県内４圏域とします。 

  なお，精神科救急医療圏域は全県１圏域とします。 

 

２ 医療連携体制について 

● 多様な精神疾患等ごとに医療機関の役割分担を明確にし， 

相互の連携を推進します。 

 

施策の方向 

子どもから高齢者まであらゆる年代がこころの健康を保ち，

発病から医療やサービスを受けて社会復帰に至るまで本人

と家族が安心した生活を送れるよう，医療，保健，福祉，教

育等の関係機関が各々の役割のもと緊密な連携を図り，切れ

目のない総合的な支援を行うため，次の施策を推進します。 

 

１ 精神疾患の早期発見・早期治療に向けた相談・普及啓発体

制の充実・強化について 

● こころの健康を保持し，うつ病等のこころの不調に早期に

気づき，適切に対処するために，市町村や保健所，精神保

ターでは，市町村や保健所，精神保健福祉センター等関係

機関とも連携して支援を実施しています。 

● 被災者が災害公営住宅に転居するピークを迎え，平成３１

（２０１９）年までには県内全域において仮設住宅からの

転居が予定されていますが，復興状況には格差が生じてお

り，転居後の環境変化によるこころの問題やアルコール等

関連問題の増加，コミュニティが形成されないことによる

孤立化に対する支援が求められています。また，それらに

伴い相談支援者の育成及び支援が重要となっています。 

 

精神疾患の医療機能の現況 

  

１ 精神医療圏について 

● 精神疾患の医療圏（精神医療圏）は，二次医療圏とあわせ， 

県内４圏域とします。 

  なお，精神科救急医療圏域は全県１圏域とします。 

 

２ 医療連携体制について 

● 多様な精神疾患等ごとに医療機関の役割分担を明確にし， 

相互の連携を推進します。 

 

施策の方向 

子どもから高齢者まであらゆる年代がこころの健康を保ち，

発病から医療やサービスを受けて社会復帰に至るまで本人

と家族が安心した生活を送れるよう，医療，保健，福祉，教

育等の関係機関が各々の役割のもと緊密な連携を図り，切れ

目のない総合的な支援を行うため，次の施策を推進します。 

 

１ 精神疾患の早期発見・早期治療に向けた相談・普及啓発体

制の充実・強化について 

● こころの健康を保持し，うつ病等のこころの不調に早期に

気づき，適切に対処するために，市町村や保健所，精神保

 

 

●心のケア取組方針を参考に左記の 

とおり修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

 

 

●修正なし 
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健福祉センターは，医療機関等の協力を得て，あらゆる世

代の住民に向けた精神疾患に関する正しい知識の普及啓

発に努めます。 

● 住民が利用しやすいよう相談機関や医療機関に関する情

報提供を行うとともに，市町村や保健所，精神保健福祉セ

ンターにおける本人や家族，関係者への相談体制を充実・

強化していきます。 

● 関係者の対応力の向上を図るために，相談支援において重

要な役割を担っている地域の関係者に対する研修や事例

検討会，情報共有を図るための会議等を開催し，県内全域

において支援体制の充実を図ります。 

● 若年者とその家族が利用できるこころの問題に関する相

談機関や医療機関等に関する情報提供や，学校における正

しい知識（精神疾患は誰もがかかり得る病気であること

等）の普及啓発，教員等に対する研修や支援等を充実し，

早期に支援や治療につながる体制整備を推進します。 

 

２ 地域包括ケアの推進について 

● 精神科病院において，入院患者ができる限り早期に退院で

きるよう，病状を改善するための支援や生活の安定に必要

な支援を行います。また，平成３０（２０１８）年３月に

策定された第５期宮城県障害福祉計画と協調を図りなが

ら，退院促進の動機付けのためのピアサポーターの育成

や，関係機関間のネットワークを構築し，人材育成を含め

た退院後の生活に係る相談・支援体制の整備を進めるほ

か，精神障害にも対応するグループホーム等の退院後の受

け皿づくりの整備を促進することで地域生活への移行を

支援し，精神障害にも対応した地域包括ケアの推進を図り

ます。 

● 圏域毎に精神科病院や精神科診療所，市町村，障害福祉サ

ービス事業所，保健所等が地域の課題解決のため，役割や

連携のあり方について検討を行う協議の場を設けて，支援

健福祉センターは，医療機関等の協力を得て，あらゆる世

代の住民に向けた精神疾患に関する正しい知識の普及啓

発に努めます。 

● 住民が利用しやすいよう相談機関や医療機関に関する情

報提供を行うとともに，市町村や保健所，精神保健福祉セ

ンターにおける本人や家族，関係者への相談体制を充実・

強化していきます。 

● 関係者の対応力の向上を図るために，相談支援において重

要な役割を担っている地域の関係者に対する研修や事例

検討会，情報共有を図るための会議等を開催し，県内全域

において支援体制の充実を図ります。 

● 若年者とその家族が利用できるこころの問題に関する相

談機関や医療機関等に関する情報提供や，学校における正

しい知識（精神疾患は誰もがかかり得る病気であること

等）の普及啓発，教員等に対する研修や支援等を充実し，

早期に支援や治療につながる体制整備を推進します。 

 

２ 地域包括ケアの推進について 

● 精神科病院において，入院患者ができる限り早期に退院で

きるよう，病状を改善するための支援や生活の安定に必要

な支援を行います。また，平成３０（２０１８）年３月に

策定された第５期宮城県障害福祉計画と協調を図りなが

ら，退院促進の動機付けのためのピアサポーターの育成

や，関係機関間のネットワークを構築し，人材育成を含め

た退院後の生活に係る相談・支援体制の整備を進めるほ

か，精神障害にも対応するグループホーム等の退院後の受

け皿づくりの整備を促進することで地域生活への移行を

支援し，精神障害にも対応した地域包括ケアの推進を図り

ます。 

● 圏域毎に精神科病院や精神科診療所，市町村，障害福祉サ

ービス事業所，保健所等が地域の課題解決のため，役割や

連携のあり方について検討を行う協議の場を設けて，支援

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●修正なし 
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体制の整備を図るほか，保健サービス（保健所や市町村保

健師の訪問等）や障害福祉サービスとともに，精神科病院

や精神科診療所においても往診や訪問看護，デイケア等，

患者の状況に合わせた医療が提供できるよう推進します。 

● 精神保健福祉法に規定する措置入院患者については，患

者・家族を中心として，精神科病院や精神科診療所，保健

所，市町村のほか障害福祉サービス関係機関等と連携し，

退院後の支援体制を強化します。 

 

 

３ 精神科救急医療体制について 

● 精神科救急については，精神科病院や精神科診療所，救命

救急センター，救急指定病院等と，警察や消防，市町村，

保健所等の地域の関係機関との，十分な連携・協力のもと

に，初動体制を含めて役割分担を行い，宮城県立精神医療

センターや精神科救急医療参加病院等による２４時間３

６５日の医療体制の整備を推進します。 

● 精神科病院や診療所が，かかりつけ医として自院の患者や

家族からの医療相談を行う体制や，精神科救急情報センタ

ー等からの問い合わせに，夜間や休日に対応できる救急体

制を推進します。 

 

４ 身体合併症治療について 

● 精神科病院や精神科診療所と一般医療機関の関係者との

協議等を通して，身体合併症治療を要する精神疾患患者へ

適切な医療が提供されるよう医療体制の整備を推進しま

す。また，身近な地域で必要な治療が受けられるように地

域ごとの医療連携や，治療抵抗性統合失調症の治療のため

の関係機関の連携を図ります。 

● 入院治療の必要な精神疾患患者への身体疾患治療につい

ては，精神病床を有する一般病院における医療の提供を促

進します。 

体制の整備を図るほか，保健サービス（保健所や市町村保

健師の訪問等）や障害福祉サービスとともに，精神科病院

や精神科診療所においても往診や訪問看護，デイケア等，

患者の状況に合わせた医療が提供できるよう推進します。 

● 精神保健福祉法に規定する措置入院患者については，患

者・家族を中心として，精神科病院や精神科診療所，保健

所，市町村のほか障害福祉サービス関係機関等と連携し，

退院後の支援体制を強化します。 

 

 

３ 精神科救急医療体制について 

● 精神科救急については，精神科病院や精神科診療所，救命

救急センター，救急指定病院等と，警察や消防，市町村，

保健所等の地域の関係機関との，十分な連携・協力のもと

に，初動体制を含めて役割分担を行い，宮城県立精神医療

センターや精神科救急医療参加病院等による２４時間３

６５日の医療体制を整備します。 

● 精神科病院や診療所が，かかりつけ医として自院の患者や

家族からの医療相談を行う体制や，精神科救急情報センタ

ー等からの問い合わせに，夜間や休日に対応できる救急体

制を推進します。 

 

４ 身体合併症治療について 

● 精神科病院や精神科診療所と一般医療機関の関係者との

協議等を通して，身体合併症治療を要する精神疾患患者へ

適切な医療が提供されるよう医療体制の整備を推進しま

す。また，身近な地域で必要な治療が受けられるように地

域ごとの医療連携や，治療抵抗性統合失調症の治療のため

の関係機関の連携を図ります。 

● 入院治療の必要な精神疾患患者への身体疾患治療につい

ては，精神病床を有する一般病院における医療の提供を促

進します。 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

 

●左記のとおり修正 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

●修正なし 
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５ 多様な精神疾患について 

（１）統合失調症 

● 病気の早期発見，早期治療につながるように，市町村や保

健所，精神保健福祉センターにおける本人や家族，関係者

への相談体制を充実・強化していきます。 

● 地域において継続治療を行えるように訪問看護や，市町

村，保健所などによる相談や訪問のほか，服薬の中断が判

明したときの保健所と精神科病院や精神科診療所との連

携や障害者総合支援法による相談支援事業所や障害福祉

サービス事業所などとの連携により，支援体制の整備を進

めます。 

 

（２）うつ病・躁うつ病 

● 一般の医療機関において疾病への理解を広げるとともに，

早期にうつ病の可能性の診断ができ，適切な時期に専門医

療機関につながるよう医療従事者を対象とするうつ病対

応向上研修等を継続します。 

● 各種情報提供等を通じ，一般医療機関と精神科病院や精神

科診療所との連携を推進するほか，復職や就労等社会復帰

のため必要となる支援を提供するために関係機関との連

携を進めます。 

 

（３）認知症 

● 認知症の早期発見と適切な対応の充実に向けて，かかりつ

け医をはじめ，歯科医師や薬剤師，看護職員，その他一般

病院で勤務する職員等を対象とする対応力向上研修を継

続し，医療現場全体での認知症対応力向上と関係機関の連

５ 多様な精神疾患について 

（１）統合失調症 

● 病気の早期発見，早期治療につながるように，市町村や保

健所，精神保健福祉センターにおける本人や家族，関係者

への相談体制を充実・強化していきます。 

● 地域において継続治療を行えるように訪問看護や，市町

村，保健所などによる相談や訪問のほか，服薬の中断が判

明したときの保健所と精神科病院や精神科診療所との連

携や障害者総合支援法による相談支援事業所や障害福祉

サービス事業所などとの連携により，支援体制の整備を進

めます。 

 

（２）うつ病・躁うつ病 

● 一般の医療機関において疾病への理解を広げるとともに，

早期にうつ病の可能性の診断ができ，適切な時期に専門医

療機関につながるよう医療従事者を対象とするうつ病対

応向上研修等を継続します。 

● 各種情報提供等を通じ，一般医療機関と精神科病院や精神

科診療所との連携を推進するほか，復職や就労等社会復帰

のため必要となる支援を提供するために関係機関との連

携を進めます。 

 

（３）認知症 

● 認知症の早期発見と適切な対応の充実に向けて，かかりつ

け医をはじめ，歯科医師や薬剤師，看護職員，その他一般

病院で勤務する職員等を対象とする対応力向上研修を継

続し，医療現場全体での認知症対応力向上と関係機関の連

 

 

●修正なし 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

 

●修正なし 
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携強化を図ります。 

● また，関係機関の連係強化に向けては，地域の認知症医療

連携のキーパーソンである認知症サポート医の養成や認

知症の鑑別診断，地域連携の拠点である認知症疾患医療セ

ンターの指定を継続して実施します。 

● 市町村に設置される「認知症初期集中支援チーム」が専門

職による訪問型アプローチに取り組み，医療機関をなかな

か受診できない認知症の人や家族，関係者を訪問すること

で，早期受診を促進します。県では，認知症初期集中支援

チームが適切に活動を実施できるようにするため，チーム

員の確保や質の向上について市町村の支援を行います。 

 

（４）児童・思春期精神疾患 

● 若年者やその家族が早期に相談しやすい体制づくりを行

うとともに，早期に医療につながる体制を構築します。 

● また，困難事例に対応できるように思春期問題等に関する

研修の継続や，事例検討により関係職員の質の向上を図る

とともに，関係機関の連係を進めます。 

● ひきこもり者の自立支援につながるように，相談体制の充

実を図るとともに，居場所支援や就労支援につながる支援

体制づくりを行います。 

 

（５）発達障害 

● 宮城県発達障害者支援推進会議において，発達障害児者の

支援体制整備に向けた検討を行います。 

 

 

携強化を図ります。 

● また，関係機関の連係強化に向けては，地域の認知症医療

連携のキーパーソンである認知症サポート医の養成や認

知症の鑑別診断，地域連携の拠点である認知症疾患医療セ

ンターの指定を継続して実施します。 

● 市町村に設置される「認知症初期集中支援チーム」が専門

職による訪問型アプローチに取り組み，医療機関をなかな

か受診できない認知症の人や家族，関係者を訪問すること

で，早期受診を促進します。県では，認知症初期集中支援

チームが適切に活動を実施できるようにするため，チーム

員の確保や質の向上について市町村の支援を行います。 

 

（４）児童・思春期精神疾患 

● 若年者やその家族が早期に相談しやすい体制づくりを行

うとともに，早期に医療につながる体制を構築します。 

● また，困難事例に対応できるように思春期問題等に関する

研修の継続や，事例検討により関係職員の質の向上を図る

とともに，関係機関の連係を進めます。 

● ひきこもり者の自立支援につながるように，相談体制の充

実を図るとともに，居場所支援や就労支援につながる支援

体制づくりを行います。 

 

（５）発達障害 

● 医療関係機関も参加している宮城県発達障害者支援地域

検討会や宮城県発達障害者支援センター連絡協議会にお

いて，発達障害児者の支援体制整備に向けた検討を行いま

す。 

 

●修正なし 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

●修正なし 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

●左記のとおり修正 
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● 乳幼児から成人期までの一貫した対応に向けて，発達障害

者支援センターの機能の拡充を進めます。 

● 小児科医等のかかりつけ医を対象とした研修を実施し，発

達障害についての知識の普及を図ります。 

 

（６）依存症 

● 平成３１年３月に策定した宮城県アルコール健康障害対

策推進計画では，発生予防から進行予防，そして再発予防

に至るまでの切れ目ない対応を進めるための取組を進め

ることとしています。 

● アルコール等依存症専門機関の情報を提供し，精神科や内

科等の医療機関相互の連携を推進します。また，一般の医

療機関における疾病への理解を広げるとともに，早期に依

存症の可能性の診断ができ，適切な時期に専門医療機関に

つなげられるように医療従事者等を対象とする研修等を

実施します。 

● 医療機関や関係団体（宮城県断酒会・AA＊１・仙台ダルク

等）など依存症に関わる多職種，多機関の連携による支援

を推進します。 

● また，県では，アルコールや薬物，ギャンブルなどの依存

症に関する医療体制の強化を図るために，依存症専門医療

機関，依存症治療拠点機関を選定することとしています。 

● 専門医療機関及び治療拠点機関として，令和元年９月に東

北会病院を選定し，依存症治療の拠点として専門的な取組

を推進しています。 

 

（７）高次脳機能障害 

● 高次脳機能障害支援の拠点である東北医科薬科大学病院

と宮城県リハビリテーション支援センターや仙台市障害

● 乳幼児から成人期までの一貫した対応に向けて，発達障害

者支援センターの機能の拡充を進めます。 

● 小児科医等のかかりつけ医を対象とした研修を実施し，発

達障害についての知識の普及を図ります。 

 

（６）依存症 

● アルコール健康障害等の依存症対策について県計画を策

定し，早期に相談支援につながる体制づくりを推進しま

す。 

 

● アルコール等依存症専門機関の情報を提供し，精神科や内

科等の医療機関相互の連携を推進します。また，一般の医

療機関における疾病への理解を広げるとともに，早期に依

存症の可能性の診断ができ，適切な時期に専門医療機関に

つなげられるように医療従事者を対象とする研修等を実

施します。 

● 医療機関や関係団体（宮城県断酒会・AA＊１・仙台ダルク

等）など依存症に関わる多職種，多機関の連携による支援

を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

（７）高次脳機能障害 

● 高次脳機能障害支援拠点機関である東北医科薬科大学病

院と宮城県リハビリテーション支援センターや仙台市障

●修正なし 

 

●修正なし 

 

 

 

 

●アルコール対策推進計画を策定済みで

あることから，左記のとおり文言修正 

 

 

●左記のとおり文言修正 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

●令和元年に選定した依存症専門医療機

関，依存症治療拠点機関の流れを踏ま

え，左記のとおり項目を追加 

 

 

 

 

 

 

 

●左記のとおり文言修正 
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者総合支援センターを中心に，医療機関や市町村，保健所，

障害福祉サービス事業所，就労支援関係機関等との連携に

より支援体制の充実を図るとともに，身近な地域拠点の整

備を進めます。 

 

（８）摂食障害 

● 診療の難しい症例については，詳しい専門医を紹介するな

ど医療機関の役割を明確にするとともに，身体合併症に対

応するための内科，小児科との連携など，医療機関相互の

連携を進めます。 

 

（９）てんかん 

● 「てんかん診療拠点機関」を中心に，薬剤抵抗性てんかん

患者に長期脳波ビデオ同時記録検査を実施し，精度の高い

診断に基づいた治療を提供します。また，病気への理解を

深めるための啓発と相談体制の整備を進めます。 

● 地域の中核となる医療機関を中心に，医療機関相互のネッ

トワークを構築し，医療関係者の教育や情報交換を行いま

す。また，遠隔診療の活用を図っていきます。 

 

６ 自死対策について 

● 自殺対策基本法の改正及び自殺総合対策大綱の見直しを

踏まえ，都道府県と市町村に義務付けられた自殺対策計画

の策定を進め，県においては，平成３０年１２月に自死対

策計画の見直しを行いました。 

● 県と市町村が策定した計画に基づき，相互に連携して地域

の実情に応じた取組を進めるとともに，東日本大震災の被

害者総合支援センターを中心に，医療機関や市町村，保健

所，障害福祉サービス事業所，就労支援関係機関等との連

携により支援体制の充実を図るとともに，身近な地域拠点

の整備を進めます。 

 

（８）摂食障害 

● 診療の難しい症例については，詳しい専門医を紹介するな

ど医療機関の役割を明確にするとともに，身体合併症に対

応するための内科，小児科との連携など，医療機関相互の

連携を進めます。 

 

（９）てんかん 

● 「てんかん診療拠点機関」を中心に，薬剤抵抗性てんかん

患者に長期脳波ビデオ同時記録検査を実施し，精度の高い

診断に基づいた治療を提供します。また，病気への理解を

深めるための啓発と相談体制の整備を進めます。 

● 地域の中核となる医療機関を中心に，医療機関相互のネッ

トワークを構築し，医療関係者の教育や情報交換を行いま

す。また，遠隔診療の活用を図っていきます。 

 

６ 自死対策について 

● 国の自殺総合対策大綱の内容を踏まえ，未遂者対策や若年

者のメンタルヘルス対策などの課題に対応して，県の自死

対策計画を改定し，県内の自死対策の更なる推進を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

 

 

●H30 年に見直した自死対策計画策定等の

状況にあわせ左記のとおり追記・修正 
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災者が抱える諸問題や若年者のメンタルヘルス対策など

の課題に重点的に取り組むことにより県内の自死対策の

更なる推進を図ります。 

 

７ 災害精神医療について 

● ＤＰＡＴガイドライン等の整備を進めるとともに，研修や

登録など実派遣に備えた体制の整備を進めます。 

● また，県の災害医療調整本部との連携・調整を図り，県の

災害対策として一体的な対応を進められる体制の構築を進

めます。 

 

８ 医療観察法における対象への医療について 

● 保護観察所を中心に，地域処遇に携わる関係機関が共同

で，退院後の支援を行います。 

 

９ 東日本大震災に関するこころの健康への支援について 

● 震災後のこころの問題については，長期的な取組が必要と

されることから，引き続き市町村や保健所，精神保健福祉

センター，みやぎ心のケアセンターなど関係機関・団体と

で連携し，被災者等に対する支援体制の充実を図ります。

また，こころのケアを担う支援者への育成支援を継続して

実施します。 

● なお，みやぎ心のケアセンターは令和７年度で活動を終え

ることから、活動終了後を見据えた地域精神保健福祉活動

のあり方について，市町村や保健所，精神保健福祉センタ

ーや関係団体等が連携して，これからも検討していきま

す。 

● 震災後に取り組まれてきた被災者の心のケア活動は，これ

までの経験や取組を地域精神保健福祉活動に包含される

形で推進することとします。 

 

 

 

 

７ 災害精神医療について 

● 医療関係者を対象とする研修を実施し，ＤＰＡＴ活動につ

いての理解を深めるとともに，ＤＰＡＴチームの登録を進

めるなど，宮城ＤＰＡＴの派遣体制を整備します。 

● 被災地域の体制について，心のケア対策会議などで検討を

行うとともに，関連マニュアルの整備を進めます。 

 

８ 医療観察法における対象への医療について 

● 保護観察所を中心に，地域処遇に携わる関係機関が共同

で，退院後の支援を行います。 

 

９ 東日本大震災に関するこころの健康への支援について 

● 震災後のこころの問題については，長期的な取組が必要と

されることから，みやぎ心のケアセンターにおいて，引き

続き市町村や保健所，精神保健福祉センター，関係機関・

団体と連携し，被災者等に対する支援体制の充実を図りま

す。また，こころのケアを担う支援者への育成支援を継続

して実施します。 

● 震災により精神症状を呈している方や，症状が悪化して日

常生活に支障をきたしている精神疾患患者に対して精神

科医療機関等の専門職チームによる訪問支援（アウトリー

チ）を継続して行います。 

 

● 震災後の新たな地域精神保健福祉活動については，市町村

や保健所，精神保健福祉センターや関係団体等とともに，

今後の活動の体制のあり方について検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

●DPATガイドライン等の策定の動きを 

踏まえ左記のとおり修正 

 ※以下同様 

 

 

 

 

 

●修正なし 

 

 

 

●心のケア取組方針策定の動きなどを 

反映させ，左記のとおり追記・修正 

※以下の項目も同様 
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数値目標（略） 

 

数値目標（略） 

 

新旧対照表・・・第７次宮城県地域医療計画（第５編第２章第６節 救急医療）【中間見直し案】※該当部分のみ抜粋 

見直し案 現行 摘要・出典 

【現状と課題】 

４ 精神科救急医療体制の整備 

● 精神症状が急激に悪化するなど，緊急な医療を必要とする

方のため，宮城県立精神医療センターや精神科救急参加病

院等で夜間・休日に対応できる体制を整備しています。 

● 精神科救急情報センターや精神科医療相談窓口を設置し，

適切な医療を提供するための判断・調整や適正な助言・指

導等を行っています。 

● 現在の宮城県立精神医療センターや精神科救急医療参加

病院による精神科救急医療体制を拡充し，緊急な医療を必

要とされる方が円滑に治療を受けられるよう２４時間３

６５日体制の充実に向けた整備が必要となっています。 

 

【施策の方向】 

８ 精神科救急医療体制の整備 

● 精神科病院・診療所等の医療機関と，警察や消防，保健所

等の地域の関係機関との十分な連携・協力のもとに，宮城

県立精神医療センターや精神科救急医療参加病院等によ

る２４時間３６５日の医療体制の充実に向けた整備を推

進します。 

【現状と課題】 

４ 精神科救急医療体制の整備 

● 精神症状が急激に悪化するなど，緊急な医療を必要とする

方のため，宮城県立精神医療センターや精神科救急参加病

院等で夜間・休日に対応できる体制を整備しています。 

● 精神科救急情報センターや精神科医療相談窓口を設置し，

適切な医療を提供するための判断・調整や適正な助言・指

導等を行っています。 

● 現在の宮城県立精神医療センターや精神科救急医療参加病

院による精神科救急医療体制を拡充し，緊急な医療を必要

とされる方が円滑に治療を受けられるよう２４時間３６５

日体制の整備が必要となっています。 

 

【施策の方向】 

８ 精神科救急医療体制の整備 

● 精神科病院・診療所等の医療機関と，警察や消防，保健所

等の地域の関係機関との十分な連携・協力のもとに，宮城

県立精神医療センターや精神科救急医療参加病院等による

２４時間３６５日の医療体制の整備を進めます。 

 

 

●修正なし 

 

 

●修正なし 

 

 

●第５節「精神疾患」の修正部分と 

表記をあわせ修文 

 

 

 

 

 

●同上 
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新旧対照表・・・第７次宮城県地域医療計画（第５編第２章第７節 災害医療）【中間見直し案】※該当部分のみ抜粋 

見直し案 現行 摘要・出典 

【現状と課題】 

（５）災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ） 

● 県内での大規模災害発生時や他都道府県等からの要請に

より，精神保健医療ニーズの把握，連携，マネージメント

及び精神科医療の提供と精神保健活動の支援を行うため

に宮城ＤＰＡＴを派遣します。 

● ＤＰＡＴは，発災直後から中長期にわたり活動することが

想定されますが，発災初期に対応する「宮城ＤＰＡＴ先遣

隊」として，宮城県立精神医療センターを登録するととも

に派遣に関する協定を結んでいます。 

● また，県と仙台市との間でも，宮城ＤＰＡＴ活動の派遣等

について協定を結んでいます。 

 

【施策の方向】 

２ ＤＭＡＴ・災害医療コーディネーター等の養成の推進 

● 全ての災害拠点病院にＤＭＡＴが整備されるよう，都道府

県ＤＭＡＴ養成研修を定期的に開催する等，ＤＭＡＴ退院

数の維持，充実を推進します。 

● 今後も，関係機関が行う研修を活用して，災害医療コーデ

ィネーター養成・訓練を実施します。 

● 国が実施する，災害時小児周産期リエゾン養成研修によ

り，人材を育成し，医療救護体制の整備を図ります。 

● 被災等によって機能しなくなった精神医療の補完のほか，

災害ストレス等における被災住民や支援者に対する専門

【現状と課題】 

（５）災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ） 

● 県内での大規模災害発生時や他都道府県からの要請によ

り，精神保健医療ニーズの把握，連携，マネージメント及

び精神科医療と精神保健活動の支援を行うために宮城ＤＰ

ＡＴを派遣します。 

● ＤＰＡＴは，発災直後から中長期にわたり活動する必要が

ありますが，発災初期に対応する「宮城ＤＰＡＴ先遣隊」

として，宮城県立精神医療センターを登録しています。 

 

● 宮城ＤＰＡＴ活動を協働して行うため，県と仙台市との間

で協定を結んでいます。 

 

【施策の方向】 

２ ＤＭＡＴ・災害医療コーディネーター養成の推進 

● 全ての災害拠点病院にＤＭＡＴが整備されるよう，都道府

県ＤＭＡＴ養成研修を定期的に開催する等，ＤＭＡＴ退院

数の維持，充実を推進します。 

● 今後も，関係機関が行う研修を活用して，災害医療コーデ

ィネーター養成・訓練を実施します。 

● 国が実施する，災害時小児周産期リエゾン養成研修により，

人材を育成し，医療救護体制の整備を図ります。 

 

 

●現在策定作業中の宮城ＤＰＡＴ活

動要領等の記載内容とあわせ修文 

※以下同様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●DPAT に関する記述を追記 
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的なこころのケア対策に対応するため，県ＤＰＡＴ養成研

修を定期開催するなど派遣に係る体制の整備を進めます。 

 

 

 

 

 

 


